
アルコールチェッカーのリーディングカンパニー

アルコールチェッカー用有効性確認ツール

輸送安全規則 解釈及び運用より

毎日確認することが望ましく、少なくとも
１週間に１回以上確認すべき事項

有 効 性 保 持 の 方 法

■確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を　
　使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
■洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体等には　
　アルコールを検知すること。

有効性保持を行うための～2種類の運用モード～

アルコールを含む
「アルコールモード」

アルコールを含まない
「エアモード」

様々な
アルコールチェッカー
機種に対応

設置型 携帯型 その他、他社メーカー機種も

正常に作動し、故障がない状態で保持
『アルコール検知器の故障の有無』を確認する方法

本製品は、旅客運送、貨物運送、鉄道、その他公共交通機関等、運送業務に携わる
事業者様を対象とした業務用アルコール測定システム（アルコール検知器）の
有効性を確認するための機器となります。




